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1 ガス警報器交換工事：644,600円(税込) 
2 揚水ポンプユニット取替工事：1,342,000円(税込) 
3 共用分電盤改修工事：3,542,000円(税込) 
4 集合郵便ポスト交換工事：891,000円(税込) 
　合計工事金額：6,419,600円(税込) 

① 第32期の2023年10月、11月、12月、2024年1月実施
の下記記載の4件の各種工事の前倒しによる工事契約の第31
期2023年4月決算月理事会への大京アステージ担当者堀健
次郎氏による提案は善管注意義務違反。



第31期2023年4月に4件にも及ぶ工事の説明(4件の工事実施予定2023年10月)を大京
アステージ堀氏から受け継続審議としている（上図①）。その後、ゴールデンウィーク
を挟み、特段の理事会による検討や審議もなく、2023年6月の第31期総会前理事会に
て4件の各種工事契約の締結を総会へ上程したのみである（次ページ図②の黒枠部）。 
この事実は大京アステージ堀氏による善管注意義務であり、正に管理組合利益を喪失さ
せた不適切行為である。
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①：第31期　2023年4月決算月理事会議事録



②：第31期　2023年6月総会前理事会議事録



② 理事会での検討や審議もなく2023年6月の第31期総会前
理事会にて大京アステージ堀氏は管理委託費などの増額(下
図の※印)をただ単に翌月の通常総会への上程を提案しただ
けである。（前ページ図②の赤枠部）



大京アステージの各種工事の提案から受注までの不適切なプロセスについて。 

1 毎年4月の決算月理事会において次年度に実施する各種工事の提案をする。 
※決算月理事会としての事業年度内の決算を行うことを目的とせず、次年度の工事契約の提案を行う。その上、基本的に管
理組合の会計上の一般会計の資金量に応じた提案を行う。もし一般会計が資金不足であれば工事費用捻出のため修繕積立
金会計から一般会計へ振替させる総会議案を6月の総会前理事会で決議させ、総会へ上程させ一般会計での決済となるよう
総会対策を行っている。 

2 5月のゴールデンウィークのため役員間、また大京アステージ担当者のゴールデンウィーク休暇のためスケジュール調整
が難しく理事会開催が困難となることを承知で前月の4月の決済月理事会において上記1の記載の通り計画的な総会への議
案化を行う。具体的には理事会による相見積もりの取得の機会、理事会審議や新たな理事会決議ができないように画策を
行う。 

3 毎年6月の総会前理事会で前回の理事会(4月の決算月理事会)で継続審議と決議させた次年度の各種工事契約の提案をそ
のまま総会議案として上程させる。（総会への議案化を行う） 

4 毎年7月の通常総会では、十分な理事会審議を行なったように繕い、最高意思決定機関である総会で次年度の各種工事契
約の締結を通常総会の決議として承認させる。 

5 総会決議された次年度の各種工事契約が前提となっているため、総会後に発足した新年度理事会役員は工事金額などの
交渉も相見積もりの取得などもできず、工事のみ実施されることとなり、毎事業年度これを繰り返している。 



このように大京アステージがマンション管理組合との委託契約に伴い業務サポートとして行う一連の理事会運営や通常総会
で各種工事契約の締結を承認させる行為は、マンション管理会社がマンション管理組合理事会審議の機会を略取し、また
マンション管理会社としての社会的規範に反し、意図的にマンション管理会社としての地位を利用した極めて悪質な不正行
為であると言わざるを得ません。 
つまり、これまでご説明しましたように該当事業年度における事業などの決算を目的とするべき決算月理事会において、次
年度の工事契約の提案を行うことにより、その後の総会前理事会で次年度の工事契約案として総会へ上程を計画的行う。
その後、通常総会において組合員の総意としての総会承認決議として、次年度の各種工事契約の締結を行うという行為であ
る。これにより、新年度発足した理事会において当該年度内に前期総会で承認決議した各種工事が実施され、その工事の
内容などを審議する機会などが略取される。 
このような不正行為は大京アステージだけの問題ではなく、日本全国のマンション管理会社全体の問題として捉える必要が
あります。 

大京アステージがマンション管理組合との委託契約に伴い、会計年度開始の5月から総会が開催される7月までに開催され
る理事会は、6月の総会前理事会（議案の総会への上程を行うための理事会）だけであるという実態を把握し、マンション
管理会社としての立場を悪用し理事会審議をコントロールしながら、当該マンションに関する工事などの契約締結を行う
ために総会へ議案化する一連のこの問題に目を向け、マンション管理組合の権利保護やマンション管理会社が社会的責任
を果たすため、監督官庁はもちろん社会全体で今後、監視監督の強化を行うことが急務である考えております。



本件のような善管注意義務による大京アステージ担当者からの不誠実な工事提案
による工事の締結が過去から繰り返されている事実があり、またマンション管理
会社の立場を利用し、理事長職の職権を濫用させる業務のあり方を鑑み、大変恐
縮ですが、下記の通りお願い申し上げます。 

日本弁護士連合会が策定したガイドラインをクリアした第三者委員会を設置して
頂き、本件の調査をお願いします。 

なお、調査結果のご提出を2025年3月21日(金)までにお願いします。



下記事項を盛り込んだ事態報告書を2025年3月27日(木)までにご提出下さい。 

1 発生事態の詳細 

2 事態発覚の経緯(いつ誰がどういう形で本件を認識したか) 

3 事態発生の原因(どうしてこんなことが起きたのか、関与した者は誰か) 

4 本件事態への対応(いつまでのどう解消するか) 

5 今後の再発防止策

2025年3月18日(火)面談時でのお願い事項

※2025年4月18日(金)までにご提出下さい。なお、書面のご提出は行わない御社方針をお
聞きしておりますので、全容解明のため御社ご担当社員及び関与した当時の理事長、副理事
長へのヒヤリング調査の結果を口頭でお聞かせ頂きたくお願い申し上げます。


